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＝関西 STS 連絡会＝ 

《 第１９０回 運営委員会レジュメ（2025.９.13）》 
 

 

 

１．前回（第 189 回運営委員会 2025.5.31）の概要報告： 

 

■ 開催日時・場所：2025 年 5 月 31 日 3 時 00 分～5 時 00 分、於：関西 STS 連絡会事務所（大阪市浪速区）。 

■ 出席団体・グループ（10 団体） 

 ◎ 伊良原淳也（関西 STS 連絡会）   ◎ NPO 法人「移動送迎支援活動情報センター」（大阪市） 

 ◎ NPO 法人「日常生活支援ネットワーク」（大阪市） ◎ NPO 法人｢アクティブネットワーク｣（茨木市） 

 ◎ 伊藤豊（関西 STS 連絡会）  ◎ NPO 法人｢京都運転ボランティア友の会｣（京都市） 

 ◎ NPO 法人｢自立生活センターやお｣（八尾市） ◎ NPO 法人｢自立生活センターFREE｣（吹田市） 

 ◎ 三星昭宏（近畿大学・名誉教授）   ◎ い～そらネットワーク（大阪市） 

■ 報告＆討議資料： 

 ① 全国移動サービスネットワーク「2024 年度 第 2 回通常理事会」で情勢討議 

（『モヴェーレ No.40』2025 年 5 月より引用） 

 ②「住民の助け合いによる 車両を使った登録不要の移動サービスのはじめ方」大阪で開催 

（2025.2.4 NPO 法人全国移動ネット事務局長・伊藤みどり） 
 ③ 府市役所で行われた交通空白地有償運送運転者講習の模様（2025.4.21（月）～24（木）） 

 ④【ミニ情報】「移動サービス認定運転者講習テキスト（2025 年 4 月改訂版）」より 

（NPO 法人 全国移動ネット） 

 ⑤「“地元の足”やりがい感じるが／ライドシェア 1 年 課題指摘も」（朝日新聞 2025 年 4 月 9 日） 

 ⑥「《国交省》自治体連携の域内交通等“交通空白”連携プラットフォーム／会員数 1024 社・団体に増加」 

（東京交通新聞 2025 年 3 月 31 日） 

■ 報告と今後の取り組み等： 

 1）1 月以降～｢運転者認定講習会｣等の開催 

 

 

 

２．報告＆討議資料： 

 

① NPO 法人 全国移動ネット「2025 年度 事業の基本方針（要旨）」（2025.6.21 議案書より） 
「 福祉有償運送の登録団体数は前年（2024 年）の 2,376 団体から更に減少し、2025 年 3 月未は 2,244 団体

となり（国土交通省調べ）、自家用有償旅客運送が制度化された 2006 年以降、最も少ない登録団体数となっ

ており、2025 年度は、福祉有償運送の今後について取組んでいく重要な 1 年になると言える。 
  このような状況を踏まえ、2025 年度は以下の 3 点を重点項目とします。 
 １．自家用有償旅客運送や許可・登録不要の運送に対する制度改正を広く自治体や関係団体に周知するとと

もに、取組みの創出支援や担い手の発掘・育成の支援策を、国や自治体に対してはたらきかける。 
 ２．福祉有償運送の動向を前年に引き続き調査するとともに、運送の対価のあり方や移動困難者の生活実態

に配慮した利用料負担の軽減策等を追求する。また、福祉事業者・団体における許可・登録不要の運送の

普及を視野に入れた情報発信に取組む。 
 ３．会員登録・組織強化を図り、情報発信力と情報収集力の向上をめざす。 
 
【事業計画１】 
 ● 国土交通省から発行された「高齢者の移動手段を確保するためのパンフレット」を活用し、「道路運送法

における許可又は登録を要しない運送に関するガイドライン」の内容を広く発信する。 
  ①「高齢者の移動手段を確保するためのパンフレット」（2025.3 国土交通省）： 
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https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/transport/content/001880928.pdf 
   ②「道路運送法における許可又は登録を要しない運送に関するガイドライン」（2024.3.1 国土交通省）： 

https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/content/000319960.pdf 
 ● 自家用有償旅客運送について、国土交通省は①運送の対価の引き上げ以降も、②登録申請書類の更なる

簡素化、③ローカルルールの是正、④複数乗車の必要性に関する協議を不要としたこと、⑤更新協議の書

面開催を原則とすることなどが通達されたが、運営協議会の主宰者である自治体の対応に遅れが目立つ。

これらの改正点を広く情報発信し、全国各地の運営協議会の運営の見直しをめざす。 
 ● 自治体主催の大臣認定運転者講習は、担い手の確保の場となることから、先行事例の情報を収集するな

どして、国や行政機関に対し普及推進をはたらきかける。 
 
【事業計画２】 
 ● 福祉有償運送の利用者負担の軽減策として、①福祉タクシー券の交付、②自治体単独事業による補助金、

③介護予防・日常生活支援総合事業（「総合事業」）の訪問型サービス B・D の補助金などが考えられる。

これらの施策がなかったり、施策の運用が画一的だったりする多くの自治体に向けて、効果的な施策づく

りをはたらきかける。 
 ●「道路運送法における許可又は登録を要しない運送に関するガイドライン」では、介護保険サービスや障

害福祉サービスの（訪問系サービスの）事業者が行う運送について、「制度上、運送サービスに対する報

酬が支払われないと扱われるものは、有償の運送には該当しないため許可又は登録は不要である」という

解釈が示されている。全国の福祉事業者・団体に向けて、これらの情報発信を行うことによって、要介護・

要支援者、障がい者を対象とした運送が行われ、移動手段が増えることをめざす。」 
 

 

 

② 報道《全国移動ネットが総会・シンポ》福祉有償運送団体の 7 割が対価上げず 

（東京交通新開 2025 年 7 月 14 日） 
「 自家用有償旅客運送関係の NPO（非営利団体）などで組織する NPO 法人全国移動サービスネットワー

ク（中根裕理事長）は 6 月 21 日、東京・両国の KFC（国際ファッションセンター）ホールでの対面とオンラ

インの併用で通常総会・シンポジウムを開き、2024 年度の事業報告。決算を承認、自治体と連携した移動困

難者への支援の推進などを柱とする 2025 年度事業計画・予算、重点方針を確認した。 

 任期満了に伴う役員改選では、新理事 45 人、監事 2 人を決定。7 月 1 日の理事会で、中根理事長（移動支

援ネットワークちば、千葉）が再選された。副理事長の 4 人も留任した。河崎民子（かながわ福祉移動サービ

スネットワーク、神奈川）、柿久保浩次（日常生活支援ネットワーク、大阪）、横山和廣（移動ネットおかやま、

岡山）、谷口幸生（幹福祉会・ヘルプ協会たちかわ、東京）の各氏。事務局長は伊藤みどり氏。 
 

《調査報告》利用者の負担増に配慮 

 全国移動ネットは、有償運送制度の改正で、運送の対価の目安がタクシー運賃の「おおむね 2 分の 1」から

「約 8 割」に引き上げられたことを受け、各地で料金の変更がなされているかどうか、2024 年 11 月～2025
年 1 月、全国調査を実施した。対象は福祉有慣運送登録団体の事業所 2498 ヵ所（有効回答率 35・7％）。調査

結果によると、対価の変更について、「変えていない」が最も多く、68・9％を占めた。次いで、「値上げを検

討中、または申請準備中」が 15・8％、「値上げした」が 13・2％。 

 総会終了後の「福祉有償運送の全国的課題と今後のあり方」と題したシンポジウムで、調査結果を説明した

中根理事長は「制度改正によって、価格設定の自由度が広がったにもかかわらず、4割強の団体は利用者の経

済的状況などに配慮して値上げをしていない。福祉有償運送団体の持つ福祉・助け合い活動としての使命やマ

インドの高さがうかがえる」と分析した。「ガソリン代を含む近年の物価高では、福祉有償運送にも大きな負

担が強いられている。値上げしないとなると、運営面で負担が高まるのは間違いなく、コスト増の負担を誰が

どのように支援すべきかが重要になる」と述べた。 

 また、「今、事業の継続を考えている団体は 8 割程度となっている。供給体制が減少すると、移動困難者の

外出はさらに難しくなる。孤独・孤立化、重度化が進む可能性など、福祉的な課題が深刻な状況になる」と危

機感を示した。」 

 

https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/transport/content/001880928.pdf
https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/content/000319960.pdf


3 

③《国交省組織令改正》有償運送の所掌を変更／モビリティ推進課に 

（東京交通新開 2025 年 7 月 14 日） 
「 国土交通省組織令の一部改正が 2025 年 7 月 1 日施行され、自家用有償旅客運送（公共ライドシェア）と

レンタカーの所掌事務が、物流・自動車局旅客課から総合政策局モビリティサービス推進課に移された。同省

は「『交通空白』の解消を推進するため」としている。 
 今後、有償運送の実施主体となる NPO や社会福祉法人、市町村などの国の窓口は、モビリティサービス推

進課（霞が関・中央合同庁舎 3 号館 3 階、旅客課は 8 階）になる。 
 同課は MaaS（マース＝モビリティ・アズ・ア・サービス）、AI（人工知能）オンデマンド交通（予約制・

乗合形態）などの施策を担ってきた。改正国交省組織令は 6 月 17 日に閣議決定、20 日に公布された。」 
 

 

 

④ 福祉有償運送のローカルルールに関する意見交換会 

（2025 年 8 月 27 日 10～12 時、於：国土交通省総合政策局モビリティサービス推進課） 
「参加者：モビリティサービス推進課：東海林専門官 
     全国移動ネット：河崎副理事長、伊藤事務局長、横山副理事長（オンライン） 
 
▼ 意見交換記録： 

【東海林さん】：内閣府からの要請を受けて、ローカルルール調査を行った。合理的か不合理かの判断は、モ

ビ課職員 2 名の判断であり、現場の方から見ると、違う判断になる場合もあるかもしれない。公開する

と、合理的と判断したものは、国土交通省がお墨付きを与えたようになってしまうため、公開はできな

い!! 不合理なものについては、運輸支局に戻しており、適宜是正に向けて動いているところ。 

【河崎・伊藤】：（机上配布のみでお戻ししましたが）合理的と判断されたものの中にも、地元の団体から不合

理であるとの相談を受けた地域もあり、何がローカルルールであるかという判断基準よりも、利用当事者

が困っているかどうか（困るのではないか）という視点で、とらえ直す必要があるのではないか。。 
【東海林さん】：交通空白地有償運送は、交通空白解消の文脈で推進する方向にあり、福祉有償運送のように

協議が難航したり、細かなローカルルールはないのではないかと考えている。 

   福祉有償運送もドライバー不足が深刻で、制度創設当初のように、交通事業者と対立する関係ではなく

なったのではないか。国交省の交通空白解消の動きに、福祉有償運送も盛り込む形で検討することもでき

そう。 
【河崎・伊藤】：福祉有償運送も色々なので、タクシー事業者の協力型については難しさがあり、なんとも言

えない。共同運営は、タクシー運賃並の運送の対価となり、利用者には負担が大きすぎる。 

【東海林さん】：運賃が高いから使えないという困りごとに対しては、デマンド交通などで対応する方向しか

ないようにも思う。個別輸送の利用者負担を安くすることには限界がある。 
   ローカルルールを乗り越えるために、どのような方法があるか、どのような視点で話し合えばいいか、

などを聞き取る機会を持つことも検討してみたい。 
【河崎・伊藤】：福祉有償運送そのものが減少しており、危機的状況にある。ローカルルールが更にそれを促

進している。ローカルルールは、ネットワーク組織の形成が弱い地域に多く見受けられる。四国には 6 団

体しかない。四国運輸局によれば、四国は最も早くタクシーの撤退が起きる地域とのことだが、タクシー

ではできないのに福祉有償運送に制限をかける事象が起きている。 
   ローカルルールとして上がってきていない地域は、すでにローカルルールが参入障壁となって団体は

増えなかった結果、登録団体がなく、ローカルルールがあったかどうかもわからない状況にある。 
【東海林さん】：四国のように福祉有償運送が少ない地方でヒアリングをすることも、選択肢になりそう。重

度者に対応している社会福祉法人のサービスモデルについても、継続性を持たせる方法を考える必要があ

る。今後の動き方について、いくつかヒントをいただいたので、課内で少し検討してみたい。 
   オフィシャルでなければ、月に 1 回程度の頻度で、このような会合を持つことは可能。 
【河崎・伊藤】：ぜひ、お願いしたい。 
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⑤ 福祉有償運送事業における近年の主な改正点について 

（2025.7 国交省東北運輸局山形運輸支局） 
 
「① 移動制約者の判断（2024 年 9 月改正） 

《通達：福祉有償運送の登録に関する処理方針について 2.(2) ⑧ (ハ) 》 
（従前）施行規則第 49 条第 2 号ロ、ハ、ホ、ヘ及びトに該当する旅客にあっては、付添い、見守り等の介助

なしには、タクシー等の公共交通機関の利用が困難である者を含む。 
↓ 

（改正後）施行規則第 49 条第 2 号ロ、ハ、ホ、ヘ及びトに該当する旅客にあっては、他人の介助なしには移

動することが困難であり、かつ、単独でバス・タクシー等の公共交通機関を利用することが困難な者であ

ることを、医師や福祉・介護の専門職が判断した者を含む。 
  ※ 移動制約者に該当するかどうかについて、専門職の判断でも可能であることを明記。 
 
② 複数乗車の判断（2024 年 9 月改正） 

《通達：福祉有償運送の登録に関する処理方針について 2.(2) ⑧ (ニ) 》 
（従前）透析患者の透析のための輸送、知的障害者、精神障害者の施設送迎等であって、当該地域における地

域公共交通会議等においてその必要性が認められた場合には、1 回の運行で複数の旅客を運送することが

できるものとする。 
↓ 

（改正後）透析患者の透析のための輸送、知的障害者、精神障害者の施設送迎等について、運送者の判断によ

り、1 回の運行で複数の旅客を運送することも可能であることとする。 
  ※ 協議会の判断によらず、運送者の判断で複数乗車が可能となるよう改正。 

 
③ 更新登録の際の手続きの簡素化（2023 年 11 月、2024 年 9 月改正） 
（改正前）《道路運送法施行規則第 51 条の 10 第 2 項》 
 更新登録申請書には、施行規則第 51 条の 3 に規定する書類及び登録証を添付しなければならない。 
 ※「第 51 条の 3 に規定する書類」は次のとおり（福祉有償運送関係） 
 ①定款・登記事項証明書・役員名簿 
 ②欠格事由に該当していない旨の宣誓書 
 ③協議会で協議が調っていることを証する書類 
 ④自動車の使用権原を証する書類 
 ⑤福祉車両運転者の要件確認書類 
 ⑥セダン型車両運転時の要件確認書類 
 ⑦運行管理の体制を記載した書類 
 ⑧整備管理の体制を記載した書類 
 ⑨事故発生時の連絡体制図 
 ⑩任意保険証書等 
 ⑪旅客の名簿 
 ⑫自動運転を行う場合は関係する書類 

↓ 
（改正後）《道路運送法施行規則第 51 条の 10 第 2 項》（2023 年 11 月改正） 
  更新登録申請書には、施行規則第 51 条の 3 に規定する書類及び登録証を添付しなければならない。 
  ただし、次に掲げる書類については、既に権限行政庁（運輸支局）に提出されている当該書類の内容に変

更がないときは、その添付を省略できる。 
《通達：福祉有償運送の登録に関する処理方針について 5.(2) 》（2024 年 9 月改正） 
「当該書類の内容に変更がないとき」として、当該更新の前後において運転免許証、自動車検査証及び自動車

保険（共済）の有効期間のみが変更される場合も含むことを明記。 
 ※ 下線記載書類（①～②、⑤～⑬）については、届出内容と変更が無ければ添付省略可。 
 
 



5 

④ 更新登録の際の協議方法の簡素化（2023 年 12 月、2024 年 9 月改正） 
（改正前）《通達：地域公共交通会議に関する国土交通省としての考え方について 2.(6)》 
  委員の招集が困難である場合等にあっては、地域公共交通会議があらかじめ定める方法により行う判断

に基づき、全ての委員からの意見聴取及び賛否の意向の確認を行うこと並びに議事概要の作成及び公表を行

うことを条件として、開催に代えて書面の郵送又は持ち回りにより意見の聴取及び議決を行うことができる

ものとする。 
↓ 

（改正後）《通達：地域公共交通会議に関する国土交通省としての考え方について 2.(6)》 
（2023 年 12 月改正） 
  委員の招集が困難である場合等にあっては、（中略）、開催に代えて書面の郵送又は持ち回りにより意見の

聴取及び議決を行うことができるものとする。 
  なお、更新の登録を行う場合にあっては、意見公募形式（更新の登録を行うことについて地域公共交通会

議の構成員に対して周知し、一定期間異議がない場合には、当該更新に係る協議が調ったものとみなす協議

形式をいう。）によることができるものとする。 

（2024 年 9 月改正） 
  なお、更新の登録を行う場合にあっては、意見公募形式（更新の登録を行うことについて地域公共交通会

議の構成員に対して周知し、一定期間異議がない場合には、当該更新に係る協議が調ったものとみなす協議

形式をいう。）を原則とする。 
  ※ 運行上重大な問題が発生しておらず、運送条件等が大きく変わらない場合、更新登録については、意

見公募形式による協議を原則化。 
 
⑤ 利用者から収受する対価の取扱いについて（2023 年 12 月改正） 
（改正前）《通達：自家用有償旅客運送者が利用者から収受する対価の取扱いについて 2.(3)①》 
 〇運送の対価は、当該地域におけるタクシーの上限運賃の概ね 1／2 の範囲内であること。 
 〇地域公共交通会議等において調った協議結果に基づき、1／2 を超える運送の対価を設定することも可能。 

↓ 
（改正後）《通達：自家用有償旅客運送者が利用者から収受する対価の取扱いについて 2.(3)①》 
 〇運送の対価は、当該地域に適用されるタクシー運賃の約 8 割（地方運輸局及び沖縄総合事務局において、

インターネットその他の適切な方法により、当該地域の運送の対価を公表（参照）するものとする。）で

あること。 
 〇地域公共交通会議等において調った協議結果に基づき、約 8 割を超える運送の対価を設定することも可

能。 
《事務連絡：自家用有償旅客運送者が利用者から収受する対価の取扱いに係る考え方について》新規 
 ※ 制度改正と合わせ、具体的な対価の目安を設定するための考え方を明確化。 
 １.経常費用の項目 
  ⇒①人件費 ②燃料油脂費 ③車両修繕費 ④車両償却費（リース費含む） 

 ⑤その他諸経費（諸税・保険料） 
 ２.対価の目安の設定の考え方 
  ⇒当該地域の直近のタクシーの距離制初乗り上限運賃を算出する際に使用した原価計算対象事業者の各

経常費用項目の合計をもとに構成比を算出、構成比で割り付けし、合算。 
 
⑥ 利用者から収受する対価の取扱いについて（2024 年 4 月、2024 年 8 月改正） 
（改正前）《通達：自家用有償旅客運送者が利用者から収受する対価の取扱いについて 2.(3)②》 
 〇対価の適用方法については、距離制・時間制・定額制のいずれかが原則。 

↓ 
（改正後）《通達：自家用有償旅客運送者が利用者から収受する対価の取扱いについて 2.(3)②》※一部新設 
 〇対価の適用方法について、距離制・時間制・定額制のいずれかを選択したうえで、需給の変動等に対応し

て、対価の額を変動させることも可能とした。 
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↓ 
設定についての基本的考え方 
 １.通常収受することになっている対価に対して、5 割増を上限、5 割引きを下限として、対価の設定が可能。 
 ２.対価を変動させる方法は次のいずれかを想定。 
  ①リアルタイムに変動する対価を設定する方法。 
  ②時間帯や条件によって変動する対価を設定する方法。 
 ３.一定期間において収受した対価の総額（※）は、「実費」の総額の範囲内でなければならないことから、

3 か月ごとに地域公共交通会議で確認。 
  （※）総額…人件費、燃料油脂費、車両修繕費、車両償却費、その他諸経費の合計（自家用有償旅客運送

の実施に係る分として按分された額に限る）。 
 

 

 

⑥ 介護予防・日常生活支援総合事業ガイドラインの一部改正（2025.9.2 NPO 全国移動ネット） 

 
「介護予防・日常生活支援総合事業ガイドラインの一部改正 ～訪問 D 等の補助対象経費の明確化～ 
 
 2024 年 8 月に、地域支援事業実施要綱等が改正されましたが、総合事業の「ガイドライン」について、

訪問型サービス D の補助対象経費の記載が曖昧でした。 
 ※車両関係費が直接経費のように読める記述がありました。 
 このたび 2025 年 7 月 17 日付の改正において、サービスに従事する人の人件費（賃金）以外は全てが

間接経費であると整理されましたので、お知らせいたします。改正後は以下のように書かれています。 
 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 

第 7 総合事業の制度的な枠組み １.サービス活動事業（6）単価等 
（～以下、抜粋～） 
「  訪問型サービス・活動 D（移動支援）における対象経費は、前述の補助・助成の方式の対象経費と同

様であり、利用者に対して直接支援を行う者の人件費（賃金等）といった直接経費は対象とならず、ボ

ランティア活動に対する奨励金（謝礼金）や、サービスの利用調整を行う者の人件費、サービス・活動

の実施に必要な保険料（自動車保険料やボランティア活動に係る保険料）、ガソリン代等送迎にかかる

実費、車両の維持費や購入費、家賃、通信費等に対する補助等の間接経費の範囲内において、費用の効

率性の観点から市町村において判断するものである。」 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 全国移動ネットには以下のようなご質問をいただくことがありました。 
「訪問 D の補助では、ガソリン代やボランティア奨励金も出せますか、直接経費は出せないと地域支援

事業実施要綱に書かれています、直接経費と間接経費の整理はどのように解釈すればいいでしょうか」 
 ⇒ 今回の改正によって「ガソリン代」は、上記の改正で明確化されました。 
 ⇒「ボランティア奨励金」については、以前から間接経費として整理されていましたが、道路運送法上

の解釈によって（人件費だから）補助できないと捉えている方が、多かったように思われます。 
   国交省から発行された「高齢者の移動手段を確保するためのパンフレット」にて、補助できること

が明記されていますので、ぜひご活用ください。 
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/transport/content/001880928.pdf 

  ※p24 の道路運送法の解釈と総合事業の解釈を重ね合わせた補助対象経費の〇×表。この「パンフ

レット」は、総合事業ガイドラインにも紹介されています。 
 
 
 
 
 

https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/transport/content/001880928.pdf
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 その他、生活支援体制整備事業の充実化が図られ、大幅に加筆されています。下記にてご確認くださ

い。 
 ▼「最新介護保険情報 Vol.1404」 
   https://www.mhlw.go.jp/content/001519568.pdf 
 ▼「地域支援事業実施要綱の改正」 
   https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001285185.pdf 
 ▼「介護予防・日常生活支援総合事業ガイドラインの改正」 
   https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001285187.pdf 
 

 

 

⑦「湖南市社協“移動支援に関する勉強会”～講演の御礼について～」 

（2025.8.27 於：滋賀県湖南市） 

 
「関西 STS 連絡会 柿久保 浩次 様 
 いつもお世話になっております。湖南市社協の■■です。先日はお暑いなか遠方よりお越しいただき、また

https://www.mhlw.go.jp/content/001519568.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001285185.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001285187.pdf
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ご講演いただきありがとうございました。移動に関する地域課題や支援方法に関心のある方およそ 60 名が来

場され、皆さん移動支援に関する最新の情報を知ることができ、今後の湖南市で必要な方策等について考える

機会となりました。 
 今月から開催する第 1 層の協議体でも、今回の勉強会の内容を踏まえて、行政、福祉法人、企業、地域住民

それぞれの役割を確認・整理し、湖南市が目指す“移動”に関する未来の姿を話し合っていきたいと思います。 
 引き続き湖南市の移動に関する課題・支援について検討を重ねてまいりますので、今後ともご指導のほどよ

ろしくお願いいたします。」                （2025.9.1 （社福）湖南市社会福祉協議会） 
 

▼ 受講団体からの便り「湖南市高齢福祉課からの宿題!! 」（2025.9.1 NPO 法人■■■） 
「関西 STS 連絡会 柿久保 浩次 様 
 お世話になります。8 月 27 日に滋賀県湖南市の勉強会にて講演を受けた NPO 法人■■■の■■です。先日

はありがとうございました。福祉有償運送の開所手続き前に、講演を聞けて本当に良かったです。 
 申請のことで多々迷うことがあり、その都度、NPO 法人 全国移動ネット様や湖南市の先輩事業所様に教え

ていただいております。 
 湖南市高齢福祉課からは下記のような宿題が出ています。 
「新規登録において運営協議会で協議が調う必要があり、既に福祉有償運送を行っている“アザレア”との棲

み分けをどうするかという点や、既存の“バス・タクシー事業者”との棲み分けが問題になるかと思いますの

で、協議会提出前に教えていただけるとありがたいです。」 
 そもそも「アザレア」のような立派な設備もなければ、人員も多くありません。私たちが担える数というの

は微々たるものであり、「アザレア」があっても不足している現状も見てきました。（空きがなくご予約をお断

りすることもあります。）バスとタクシーでは担えないことが、福祉有償では担えると考えています。（ドア・

ツー・ドアの支援や、車椅子・介助が必要な方へのヘルパー等による支援。） 
 このような説明で足りるのかも分からず、協議会でうまく答えることができるか一抹の不安もあります。協

議会で、このようなプレゼンをしないといけなかったり、申請に係る書類の作成においても、開所前から見込

みの旅客名簿を作成する必要があったりと、あまり歓迎をされていない分野なのかなと感じております。 
 苦労の先に経営も難しいと聞きますので、明るくないと思いつつ進めております……。開所できるまでやり

きりますが、この先、応援されるのだろうかと思わずにいられません。料金設定を含め、時間をかけて推し進

めていこうと思います。 
 情報や協議会への効果的なアプローチなど、今後もよろしくお願いいたします。」 
 

 

 

⑧「東大阪市東部エリアで「まいどトライド」運行開始／LINE と電話で配車依頼」 

（2025.9.4 東大阪経済新聞） 
「 東大阪市が 9 月 4 日、市内東部エリアでライドシェアサービス「まいどトライド」の運行を始めた。 
 東大阪市が事業主体となり、運行管理は大阪バス（東大阪市高井田中）、ライドシェアアプリ「MITT」の開

発・運用をシカク（東京都渋谷区）が行う同サービス。瓢箪山、枚岡、石切など、東大阪市内東部エリアに設

けた乗降スポット間を LINE や電話での配車依頼に応じて AI がルートを設定し、運行する。運行車両は電気

自動車 2 台で、1 台 4 人まで乗り合いでき、利用者は 100 ヵ所の乗降スポットで乗り降りができる。 
 9 月 3 日に東大阪市旭町庁舎で行われた出発式で野田義和東大阪市長は「東エリアには坂があり、住民に高

齢の方も多く、気軽に乗れる公共交通をなんとかできないかという多くの声をいただいていた。この地域では

民間事業者による乗合型タクシーが運行していたが、採算面で継続ができず、今回、自治体版ライドシェアと

いうスキームで運行をしようと取り組みを始めた。都市部の交通空白地帯における自治体版ライドシェアの

成功事例を市民の皆さまと一緒に作っていきたい」と話した。 
 利用方法は、スマホで「MITT 公式 LINE」を友達追加し、トーク画面のメニューから、乗車地点、降車地

点、乗車人数を設定し依頼する。同サービスでは即時配車のみ可能。電話での配車もできる。 
 運行時間は、祝日と年末年始を除く月曜～金曜の 9 時～18 時。運賃は現金払いのみ、中学生以上＝500 円、

小学生＝250 円、未就学児＝同伴の中学生以上 1 人につき 1 人無料、2 人目からは 1 人 250 円。」 
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 ※ 9 月 3 日に行われた「まいどトライド」出発式の様子 ※「まいどトライド」に使用する車両 
 

 
 

 

⑨「《大阪・関西万博'25》意識を変える「みんなトイレ」／大阪舘 障がい者や 

LGBTQ の人も快適に／おむつ替えベッド・介助者の目線遮るカーテン…」 

（朝日新聞 2025.8.18） 
「 大阪・関西万博の会場に、誰もが使いやすいことをめざしてつくられた“みんなトイレ”がある。設計に

様々な困りごとを抱える人たちが関わった“トイレに対する意識変革を促す”というトイレだ。 
 大阪ヘルスケアパビリオン 1 階に並ぶ八つの個室トイレ。おむつを替えるためのベッドを備えた個室、大型

の電動車いすが旋回できる大きさの個室、異性の介助者の目線を遮るカーテンを設置した個室、利用者の利き

手を考えて右や左に手すりがついた個室 ──。様々な需要に対応できるように設計され、どれも性別に関わ

らず利用できる。一方で男性用、女性用とされているトイレも、それぞれ同時に 2 人が利用できるものがあ

る。こちらは「男女共用に抵抗がある人への配慮」で設置したという。 
 この“みんなトイレ”の計画が始まったのは、2022 年春。性別や障がいの有無などに関わらず、誰もが快

適に過ごせるパビリオンにするために、生活の基本となる排泄（はいせつ）の場でも多数派や少数派といった

意識をなくすことをめざした。 
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 設計の議論には視覚や聴覚、精神などに障がいがある人や LGBTQ、介護を受けている人ら 22 人が参加。

それぞれがトイレでの“困りごと”を挙げ、パビリオンの建設やトイレの設置に関わる関係者らと意見を交わ

しながら、個室の広さ、通路の幅、補助器具の仕様などを決めていった。完成は 24 年秋。約 2 年半をかけた。 

※ 異性の介助者の目線を遮るカーテンがついた「みんなトイレ」の個室 
※ 完成した「みんな卜イレ」を見学する六條友聡さん（右）＝いずれも大阪市此花区 

 

対話 互いの最適解探る 

 完成した後も万博の開幕に向けて、当事者らとパビリオンの案内役が来場者への説明の仕方などについて

意見交換するなどして、利用の“最適解”を模索したという。 
 手足に障がいがあり、電動車いすを使う六條友聡さん（49）は“当事者委員”として議論に参加した。どん

な障がいがあるかで使いやすい便器の配置や部屋の広さが変わることなど“発見の連続だった”と話す。 
 専門家として助言した東北福祉大学の石塚裕子教授（バリアフリー計画学）は「様々な当事者たちが集い、

ゼロから設計を考えた試みは画期的。一つの正解を探るのではなく、互いの最適解を探るという理想的な対話

が実現できていた」と振り返る。 
 六條さんは、万博会場で利用する人たちにも“気づき”を持ち帰ってほしいと願う。「閉幕後は、まちの色々

な施設にも広がっていけばいいですね」と話している。（岡純太郎） 
 

 

 

 

 

３．報告と今後の取り組み等： 
 
1）「2025 年 移動送迎支援活動セミナー」の開催（第 1 次企画案：2025.9.13） 

 

《 2025 年 移動送迎支援活動セミナー》 

～2024 年来の制度改正の流れを受けて～ 
生活の足の確保を拡げるための支援活動セミナー 

（第 1 次企画案：2025.9.13） 
 
■ 日時 ： ２０２５年１１月２９日（土） １２：４５～１６：３０（１２：００開場） 

■ 会場 ：たかつガーデン（大阪府教育会館）8 階 

     （大阪市天王寺区東高津町 7-11 
       ／◎近鉄難波線「大阪上本町駅」より 200m 
        ◎大阪メトロ谷町線・千日前線「谷町九丁目駅」 より 500m） 
 

■ 趣 旨 ： 

 交通バリアフリー法、介護保険法（2000 年）から改正｢道路運送法｣（2006 年）により“福祉有償運送”

や“公共交通空白地有償運送”が制度化されて 19 年が経過しました。そして国交省、厚労省を交えた「高

齢者の移動手段の確保に関する検討会」（2017 年）により“自家用有償運送の活用”“許可・登録を要し
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ない輸送の明確化”と共に、「地域における分野横断的連携」「介護サービスと輸送サービスの連携」の促

進（「通達」に反映）以降、とりわけ 2024 年来の制度改正の流れには目を見張るものがあります。 
 しかし、自家用有償旅客運送における「運送対価の引上げ」「ローカルルールの是正」「申請書類の簡素

化」の改正や、介護保険サービスや障害福祉サービス（訪問系サービス）、住民主導による互助型の移動

支援が行う「許可・登録不要の運送」の制度改正の内容が、自治体や運営協議会、関係団体に広く周知さ

れているとは言いがたい現状が横たわっています。 
 本セミナーでは、「道路運送法における許可又は登録を要しない運送に関するガイドライン」（2024.3.1 
国土交通省）や「高齢者の移動手段を確保するためのパンフレット」（2025.3 国土交通省）で示されてい

る制度改正点を整理しながら、各地の NPO 等活動団体の実践報告に基づき、生活の足の確保を拡げてい

くための取組みの創出や担い手の発掘・育成などの支援策を、共に考えて行きたいと思います。 
【参加対象者】移動送迎支援を取組む行政、社協、地域包括支援センター、地域生活支援コーディネー

ター、地域ケア会議担当者、自治会、市民団体などと、今後、取組もうとしている人たち 

 
■ 主 催 ： ＮＰＯ法人 移動送迎支援活動情報センター 

■ 共 催 ： ＮＰＯ法人 全国移動サービスネットワーク／関西ＳＴＳ連絡会 

■ 資料代 ： ５００円 

【申込先＆問合せ】 

 ・Email：stsosaka@gmail.com 

 ・TEL／FAX ： 06-4396-9189 伊良原・えのきぞの 

 
 
■セミナー次第 

 
●基調講演（１３：００～１３：４０）： 

 

 「各地の NPO 等による実践状況から見えてくる生活の足の確保への課題について（仮題）」 

 

   ・講師：伊藤みどりさん（NPO 法人 全国移動サービスネットワーク・事務局長） 

 
●行政報告Ⅰ（１３：４０～１４：２０）： 

 

 「自家用有償運送の制度改正の現況について（仮題）」 

   ・自家用有償旅客運送の現在地について 

   ・許可・登録を要しない輸送の創出について 

   ・公共交通空白地有償運送の制度化について 

 

   ・報告：近畿運輸局交通政策部交通企画課 ■■■■ 

 
●行政報告Ⅱ（１４：２０～１５：００）： 

 

 「介護予防・日常生活支援総合事業の移動支援への活用について（仮題）」 

   ・介護予防・日常生活支援総合事業の移動支援への活用について 

   ・生活支援体制整備事業の拡充と多様なサービス・活動の創出について 

 

   ・報告：近畿厚生局地域包括ケア推進課 ■■■■ 

 
●実践報告（１５：１５～１６：００）： 

 
  ①■■■■■■■■■■■■（■■府■■市） 

  ②■■■■■■■■■■■■（■■県■■市） 
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■まとめ（１６：００～１６：３０）： 

 ・三星 昭宏さん（近畿大学名誉教授、関西 STS 連絡会顧問） 
 ・柿久保 浩次さん（関西 STS 連絡会） 
 

 

 

2）５月以降～｢運転者認定講習会｣等の取組み 

 

 ◎ 5 月 29 日／（株）キタモリ交通｢交通空白地有償運送運転者講習｣（於：三重県伊賀市） 

 ◎ 6 月 14 日（9:30 ～18:00）／関西 STS 連絡会｢運転者認定講習会｣（於：大阪市） 

 ◎ 6 月 15 日（10:00 ～11:30）／関西 STS 連絡会｢運転者認定セダン講習会｣（於：大阪市） 

 ◎ 7 月 6 日／和泉市福祉部「移動支援ボランティア運転者研修会」（於：和泉市） 

 ◎ 7 月 12 日（9:30 ～18:00）／関西 STS 連絡会｢運転者認定講習会｣（於：大阪市） 

 ◎ 7 月 13 日（10:00 ～11:30）／関西 STS 連絡会｢運転者認定セダン講習会｣（於：大阪市） 

 ◎ 8 月 18 日／大阪バス（株）｢交通空白地有償運送運転者講習｣（於：大阪バス会議室） 

 ◎ 8 月 20 日／斑鳩町地域包括支援センター「外出支援に関する講演会」（於：奈良県生駒郡斑鳩町） 

 ◎ 8 月 25 日／能勢町社協「安全運転講習会」（於：大阪府豊能郡能勢町） 

 ◎ 8 月 27 日／湖南市社協「移動支援に関する勉強会」（於：滋賀県湖南市） 

 ◎ 8 月 28 日／橋本市社協「移動支援研修会」（於：和歌山県橋本市） 

 ◎ 8 月 29 日／（ゆめ風基金）夢かぼちゃ「移動支援」有り方検討会（ZOOM 会議） 

 ◎ 9 月 6 日／（有）谷口自動車｢交通空白地有償運送運転者講習｣（於：和歌山県田辺市） 

 ◎ 9 月 17～18 日／関西 STS 連絡会｢運転者認定講習会｣（於：和歌山県橋本市） 

 ◎ 9 月 20 日（9:30 ～18:00）／関西 STS 連絡会｢運転者認定講習会｣（於：大阪市） 

 ◎ 9 月 21 日（10:00 ～11:30）／関西 STS 連絡会｢運転者認定セダン講習会｣（於：大阪市） 

 ◎ 9 月 25 日／宇陀市社協「移動・外出支援ボランティア養成講座」（於：奈良県宇陀市） 

 ◎ 9 月 28 日／海南市社協「外出支援ボランティア運転者講習会」（於：和歌山県海南市） 

 ◎10 月 18 日（9:30 ～18:00）／関西 STS 連絡会｢運転者認定講習会｣（於：大阪市） 

 ◎10 月 19 日（10:00 ～11:30）／関西 STS 連絡会｢運転者認定セダン講習会｣（於：大阪市） 

 ◎11 月 15 日（9:30 ～18:00）／関西 STS 連絡会｢運転者認定講習会｣（於：大阪市） 

 ◎11 月 16 日（10:00 ～11:30）／関西 STS 連絡会｢運転者認定セダン講習会｣（於：大阪市） 

 ◎11 月 17 日／和歌山県福祉保健部｢「生活支援コーディネーター実践研修会①」｣（於：和歌山会場） 

 ◎11 月 19～20 日／太子町社協｢運転者認定講習会｣（於：大阪府南河内郡太子町） 

 ◎11 月 26 日／和歌山県福祉保健部｢「生活支援コーディネーター実践研修会②」｣（於：紀美野会場） 

 ◎12 月 10 日／和歌山県福祉保健部｢「生活支援コーディネーター実践研修会③」｣（於：田辺会場） 

 ◎12 月 13 日／猪名川町社協「安全運転講習会」（於：兵庫県川辺郡猪名川町） 

 

 

 

 

■ 次回連絡会議：２０２５年  月  日（土）pm  ～ 
於：NPO 法人 日常生活支援ネットワーク事務所 


